
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 4年度 事 業 報 告 書

1 事業の成果

1)練馬区主催による障害者パソコン教室事業および継続サポー ト事業を実施し、下記の成果が得ら

れた。

・障害者の IT機器の操作習熟を図り、迅速な情報取得やコミュニケーションの促進が図られた。

・ パソコン教室と継続サポー トを連続して実施し、操作や学習内容の効率を高めるとともに、障

害状況に合わせきめ細かく対応し、それぞれの個性伸張を主眼とした。

・パソコンだけにこだわらず、最新の様々な IT機器の操作習得と購入相談などにより、幅広く

障害をカバーすることが出来た。

・パソコン教室は、6月 、10月 、1月 と年 3回実施。継続サポー トは、延べ 66回実施した。

2)練馬区立光が丘障害者地域生活支援センター「すてっぷ」パソコン教室(年 6回)に、講師を派遣

し 下記の成果を得た。

・パソコン操作の学習を通して知的障害者と交流を図るとともに、自立への支援の一助を担った。

・他機関との協働の仕組みが確立でき、受講生に対して適切な情報交換が図れた。

3)練馬区主催による障害者の IT支援者養成講座事業を実施し、下記の成果を得た。

・参加者に対し、 IT支援ボランティアの活動内容の理解を深め、会への参加を得られるとともに

障害者サポー ト活動への動機提供の場となった。

・参加者はもちろん、講師を務める会員も、障害に対する配慮点、コミュニケーションの重要性や

注意点について学び、協働共存社会への提言にもつながった。

4)会員向けパソコンボランティア養成講座を実施し、下記の成果を得た。

・支援に必須である個人情報の取り扱いの確認と内容の浸透を図った。

・練馬区福祉制度の学習を行い、制度の理解を深めた。

・ネット上に第二者を誹謗中傷する行為があり、正しく使 うことの必要性を再認識した。

・盲導犬の役割を理解し、視覚障害に関しての知識を深めた。

・新発表のアクティビティ機器を購入・操作実演を行い新しいサポー トの方向性を感じた。

5)練馬区のボランティア・市民活動情報誌「ぽけっと」への継続掲載で活動者を募った。

6)地域活動ニュース3月 号に会が紹介され、また、ココネリの「つながるフェスタ」のイベントや

南田中図書館でのパネル展に出展。広く区民及びその他に、会の活動を紹介することが出来た。

7)豊玉障害者地域生活支援センター「きらら」のスマホ教室に3名 の講師を派遣。受講生に

スマホのメリットノデメリットとともに、十分な注意喚起も伝えることが出来た。

8)今期、区のICT新事業に参加することになり、数回の打ち合わせと電話相談に立ち会う。

今後、区から直接依頼があれば、依頼者の自宅などでサポー トする体制が整った。



定款に記載
された
事業名

事業内容 同時 場所
従事者

数

受益
対象者
範囲

受益

者数

事業費
(千

円)

教育訓練事業
及び育成事業

練馬区内の障害者の困り
事に対し個別にサポー ト

4/1～
3/31

練馬区の障
害者の自宅

3名
練馬区在
住の障害
者

2名 3

知識向上のための会員向
け養成講座

4/9
5/21

6/11

11/12

練馬区中村
橋福祉ケア
センター

4名 会員対象 35名 10

障害者パソコン教室の実
施

6/12
1/15

練馬区中村
橋福祉ケア
センター他

118名
練馬区在
住の障害
者

20名 526

パソコン教室実施後、希
望者に継続サポー トを実
施

6/25～
3/5

練馬区中村
橋福祉ケア
センター他

135名
練馬区在
住の障害
者

66名 305

障害者へ IT支援を行 う
ボランティア養成講座を
実施

9/11
練馬区中村
橋福祉ケア
センター

34名 練馬区区
民

5名 152

練馬区 I研 相談窓口で電
話相談の立ち会い

1/11～
1/25

練馬区中村
橋福祉ケア
センター

24名
練馬区在
住の障害
者

0名 25

地域生活支援施設 「すて
っぷ」のパソコン教室事
業に講師を派遣

4/16ハツ

2/18

練馬区光が
丘障害者地
域生活支援
センター

31名 練馬区在
住の障害
者

55名 72

豊玉障害者地域生活支援
センター「きらら」のス
マホ教室に講師を派遣

2/12 豊EEき らら 6名
施設の利
用者

10名 8

普及及び啓発
事業

つながるフェスタのイベ

ン トで、会の活動をアピ
ール した。

3/4 ココネリ 25名 来場者 来場者 63

冊子「パソボラA to
Z」 を配布する。

4/1～
3/30

練馬区中村
橋福祉ケア
センター

1名

会員及び
活動に関
心のある
人や団体

1名 13

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【1177】 千円)

※ 前半は新型コロナウィルスの心配が懸念され、事業の実施については、手・机・椅子・IT機器など

の消毒、検温、マスクの徹底などの感染対策を行った。例会や打ち合わせは、ZЮmも活用した。

(2)その他事業

該当事業なし



書式第 13号 (法第 28条関係)

令和 4年度 活動計

事 業 報 告 用

算書 (その他事業がム.堕場合)

令   ヨ西 ′I、日‖・
`讐

雷+

【

雑収益
卜 螢 山 春 辞

175,000
0

1′5,000

1,000

1,α刀

1,238,300
1_000

1,239,300

29
33,000

33,029

1 44A n'0

経 常 費 用
1 :■_■ :1

給料手 522,

522,500

2
会議費
旅費交通費
通信運搬費
パソコンソフ ト等
教材費
消耗品費
印刷製本費
租税公課
諸謝金
支払手数料
冊子

24,671
151,306
8,220

395,245
17,101
7,433

21,969
600

10,000
2,889
13,642

2,096
0

655=172

給料手当 100,

費 3,8

通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
支払手数料

55,

5,

25,

2,

941

100,000

128,458

じ二i:ヨ 228.41
目  1ヨ 計 1_406_130

当 1田 常 鱚 菫 輌 【A】 ― 【B】 ・ 0・ (1) 4, 19g

11  1籐  ■E 4円  ヽW ヨロト

鷺 外 収 益 計
》】 経 常 外 費 用

E」 緊 薔 日 計 |

T ロ l (11・■・て,〕  ・ ・:1 1

法人税 、住民税及び事業税  ・・・ ④
前朝繰繊 T咲財産相  ・・・ 0

― ( D‐卜(田  暫 F 11■  日 置  . 3_



書式第 15号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 4年度 貸借対照表

金
産

預
資

金
卸

現
棚

０
●

ハ
Ｖ

未収金

1

3

3,100,382

3_160_38

【A】 資 産 合 計 ①+② 3,160,382

未払金
未払法人税等

，

“

77,

79,424

79_4

′9,4

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 3,160,382



令和 4年度 注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人練馬ぱそばらん

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日 2017年 12月 12日 最終改正 NPO法人会計基準協議会)

によつています。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2)固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3)引 当金の計上基準

該当なし

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(6)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事 業別損益の状況

科 目
教育訓練
育成事業 瞥及啓発事業 事業部門計 管理部門 合計

1,238,300 1,000 1,239,300

０

０

1.238.300 1_000 1_239.300 209.029

485.500 37_000 522.500 100.000

485.500 37.000 522.500 100.000 622.500

17,049

140,362

5,780

395,245

17,101

5,344

19,249

10,000

2,096

2,889

600

10,770

0

7,622

10,944

2,440

７１
０６
２０
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０

０

８

６
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４

１

８

５

７

７

１

０

２

２

　

３

3,818

55,356

11,000

2,870

14,941

0

34_829

5,644

24,671

155,124

63,576

406,245

17,101

7,433

27,613

10,000

4,966

17,830

600

13,642

0

34_829

626_485 28.68' 655_172 128.458 783.630
1_111_985 65.687 1_177.67: 228.4 1.406.130

126.315 △ 64.687 61.

I 経常収益
1・ 受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当

人件費計
(2)その他経費

会議費
旅費交通費
通信運搬費
パソコンソフ ト等

教材費

消耗品費

印刷製本費

諸謝金

図書研修費
支払手数料

租税公課

冊子原価

感染症対策費

損害保険料

その他経費計
経常費用計

当期経常増減額



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和 4年度 財産目録

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人練用ぱそぼらん

令   ヨロ ′lヽ   lHト 合   計

現金預金
手元現金
三菱UFJ銀行 普通預金
ゆうちょ銀行 普通預金

3,075,686
7,726

2,540,187
527,773

51,696
冊子・ノくソボラAtoZ 51,696

33,000

雑収益未収金 33,000

2

【A】 資 産 合 計 ①+② 3,160,382

【l 」___』ヒ 置__」2_亜_______________________________________

未払金
(株)ジェーシービー

未払法人税等

2,424
2,424

79,424

77,000 77,000

1働 僣 合 計  ・ ・ ・ 0 79 ■,`

2
Ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
引闇

「],I“ l11_1

コF]

L

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 79,424

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 3,080,958



書式第 18号 (法第 28条関係)

業 報 告 用

令和 5年度年間役員名簿 (歯事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人練馬ぱそばらん

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬 を受けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名

⌒

、理ヲ
。監事

オオスミ  ミチコ 針和 4年

斜和 5年

4月  1日

3月 31日

年

年

月

月

日

日大隅 美智子

９

“

⌒

(壁,ラナ監事
1r, l=tt 令和 4年

令和 5年

4月  1日

3月 31日

年:  月   日

年  月  日横田 邦彦

６
０

〆
´｀

ヽ

こ翌ヲ・監事
ナカ

゛
シマ  モトアキ 令和 4年

令和 5年

4月  1日

3月 31日

年

年

月

月

日

日長鳴 基明

４
４ 監事

7r?f* y" ul 令和 4年

令和 5年

4月  1日

3月 31日

年

年

月

月

日

日濱田 次朗

ｒ
Ｏ 理事

シモヤマ  ヒテ
゛
ユキ 告和 4年

針和 5年

4月  1日

3月 31日

年

年

月

月

日

日下山 秀之

´
０ 理事 。監事

年

年

月

月

日

日

年 月

月

日

日年

７

‥ 理事・監事

年  月  日

年 月 日

年

年

月

月

日

日

０
０ 理事 。監事

年

年

月

月

日

日

年

年

月

月

日

日

Ｑ
〉 理事 。監事

年

年

月

月

日

日

年

年

月

月

日

日

10 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年

年

月

月

日

日



書式第4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立 0事 業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人盤」壁Ш型曇こ________

氏   名

1 手塚 俊雄

2 陶田 忠裕

3 下山 秀之

4 民嶋 基明

5 太隅 美智子

ロ 目新 哲也

7 木村 有紀子

□ 黄田 邦彦

ロ 濱田 次朗

10 西岡 恭史

11 以下余白

12


